
① 生年月日が　2019年4月2日～2020年4月1日（新小学1年生の学齢）
　　　　　　　　　　　　　　　　または　　　
　        　 　　2013年4月2日～2014年4月1日（新中学1年生の学齢）
② 基準日（2026年1月1日）において、新宿区の住民基本台帳に記載されている（※）

新小学1年生　1人につき 5万円
新中学1年生　1人につき 10万円

※新宿区に居住しているものの、DV等の特別な事情により新宿区の住民基本台帳に記載
がない方は、下記問い合わせ先にご相談ください

新宿区教育委員会事務局
学校運営課 給付金担当

903-5273-4297

支給対象

SHINJUKU CITY
新宿区

詳
し
く
は

こ
ち
ら

以下①と②の両方に当てはまるお子さまが対象です

振込予定日は、別途お知らせを送付します

確認書を受領されましたら、同封の返信用封筒でご返送ください

1月2日以降に新宿区に転入された方は、5月下旬ごろご案内の予定です

支給金額

手続き期限

問い合わせ先

入 金祝学
2026年4月に2026年4月に
小・中学校に入学する年齢のお子さまに

を支給します！

2026年3月31日（火）まで  消印有効


